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「審査関係連絡事項について」（平成 28年 4月 1日 自交審第 36号）新旧対照表 

令和 8年 6月 29日改正 

新 旧 

審査関係連絡事項 

1.～6.4.（略） 

6.4.1. 管理番号が打刻された自動車を利用する場合には、試験成績書の備考欄に、次

の例により記入してください。 

例 ・車台番号欄には、管理番号を記入している。 

・原動機型式欄には、管理番号を記入している。

7．相談対応（略） 

附則（平成 28年 12 月 5 日 自交審第 781 号） 

本取扱いは、平成 28年 12 月 5 日から実施する。 

附則（令和 5 年 6 月 26 日 自交審第 218 号） 

   本取扱いは、令和 5 年 7月 1 日から実施する。 

附則（令和 7 年 12月 24 日 自交審第 1004 号） 

   本取扱いは、令和 8 年 1月 1 日から実施する。 

附則（令和 8 年 1 月 30 日 自交審第 1160 号） 

   本取扱いは、令和 8 年 2月 3 日から実施する。 

附則（令和 8 年 3 月 2 日 自交審第 1274 号） 

   本取扱いは、令和 8 年 3月 2 日から実施する。 

附則（令和 8 年 6 月 29 日 自交審第 360 号） 

 本取扱いは、令和 8 年 6月 30 日から実施する。 

別表 1（略） 

別表 2（自動車の仕様） 

02-001 諸元測定試験～11(2)-J007R018R116 四輪自動車等の施錠装置試験

（略）

11(2)-R062 二輪自動車等の施錠装置試験（協定規則第 62号） 

審査関係連絡事項 

1.～6.4.（略） 

6.4.1. 管理番号が打刻された自動車を利用する場合には、自動車製作者が打刻した旨

の証明書及び当該管理番号の解説書をご提出ください。 

また、試験成績書の備考欄には、次の例により記入してください。 

例 ・車台番号欄には、管理番号を記入している。 

・原動機型式欄には、管理番号を記入している。

7．相談対応（略） 

附則（平成 28年 12 月 5 日 自交審第 781 号） 

本取扱いは、平成 28年 12 月 5 日から実施する。 

附則（令和 5 年 6 月 26 日 自交審第 218 号） 

   本取扱いは、令和 5 年 7月 1 日から実施する。 

附則（令和 7 年 12月 24 日 自交審第 1004 号） 

   本取扱いは、令和 8 年 1月 1 日から実施する。 

附則（令和 8 年 1 月 30 日 自交審第 1160 号） 

   本取扱いは、令和 8 年 2月 3 日から実施する。 

附則（令和 8 年 3 月 2 日 自交審第 1274 号） 

 本取扱いは、令和 8 年 3月 2 日から実施する。 

別表 1（略） 

別表 2（自動車の仕様） 

02-001 諸元測定試験～11(2)-J007R018R116 四輪自動車等の施錠装置試験

（略）

（新設） 
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新 旧 

--- 

11(2)-J008R062 二輪自動車等の施錠装置試験～18(2)-J026 突入防止装置取付装

置等試験（略） 

18(2)-R073(1) 側面保護装置試験（協定規則第 73 号（単品）） 

--- 

 18(2)-R073(2) 側面保護装置試験（協定規則第 73 号（車両）） 

--- 

18(2)-J107R093 前部潜り込み防止装置試験～40-R148 信号灯火試験（協定規則第

148 号（後退灯））（略） 

40(2)-R148 信号灯火試験（協定規則第 148 号（車両後退表示投影装置）） 

--- 

41-J073R006 方向指示器試験～99-024 プログラム等改変業務管理システム試験 

（略） 

 

様式 1～様式 2（略） 

 

（新設） 

11(2)-J008R062 二輪自動車等の施錠装置試験～18(2)-J026 突入防止装置取付装

置等試験（略） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

18(2)-J107R093 前部潜り込み防止装置試験～40-R148 信号灯火試験（協定規則第

148 号（後退灯））（略） 

（新設） 

（新設） 

41-J073R006 方向指示器試験～99-024 プログラム等改変業務管理システム試験 

（略） 

 

様式 1～様式 2（略） 

 

附則（令和 8年 6月 29日 自交審第 360号） 

      本取扱いは、令和 8年 6月 30日から実施する。 


